
7 白村江の戦いと廬原氏
～ヤマト政権と国造～

１　東アジアの情勢

　７世紀半ばの朝鮮半島は、高
こう

句
く

麗
り

、百
くだら

済、新
しらぎ

羅の三国の対立が激しく、武力衝突が繰り返され
ていた。新羅は、高句麗と百済から絶えず攻撃を受け、唐

とう

に救済を求めて形勢の不利を挽
ばん

回
かい

しよ
うとしていた。これに対して唐は、高句麗と百済に新羅との停戦を命じたが、受け入れられな
かったため、両国への攻撃を始める。このような東アジアの情勢のなかで、660年に唐と新羅の
連合軍は、百済を攻め滅ぼした。
　百済の滅亡に際して、百済の遺

い

臣
しん

である鬼
き

室
しつ

福
ふく

信
しん

は、ヤマト政権に百済復興の救援を要請し、
また人質としてヤマト政権に送られていた百済王

おう

子
じ

である余
よ

豊
ほう

璋
しょう

を百済王に迎えることを申し
出た。これに対して斉

さい

明
めい

天皇は、百済再興の要請を受け入れ、皇太子である中
なかのおおえの

大兄皇子などを
従えて筑

つく

紫
し

の朝
あさ

倉
くらの

宮
みや

に入り、百済救済にあたった。しかし、斉明天皇は、661年に朝倉宮で崩
ほう

御
ぎょ

したため、皇太子が天皇に即位しないままに政務をとる称
しょう

制
せい

が行われた。中大兄皇子は、662年
に百済再興のための援軍を派遣し、余豊璋を百済王に就任させた。これに対して唐と新羅は、百
済攻撃のために連合軍を派遣し、白

はく

村
そん

江
こう

においてヤマト政権の百済再興軍との間で軍事衝突が勃
発する。これが663年の白村江の戦いである。

２　廬原君臣の参戦

　〈史料１〉は、『日
に

本
ほん

書
しょ

紀
き

』天
てん

智
じ

天皇２年（663）８月13日の条に記載さ
れた白村江の戦いに臨む百済王の余豊璋の言葉であり、「日本から救援軍
の大将として廬

いお

原
はらの

君
きみ

臣
おみ

が強力な援軍を率いてくるので、承知して戦って
ほしい」と諸将を鼓舞している。白村江の戦いの結果は、ヤマト政権が支
援した百済再興軍が大敗し、日本の400艘

そう

余りの船は炎上し、海が真っ赤
に染まったと中国の史書は伝えている。〈史料１〉の廬原君臣は、白村江
の戦いにおいてどのような戦いをしたかは不明であるが、静岡市清水地区
を中心に本拠とした廬

いお

原
はらの

国
くにのみやつこ

造 である廬原氏の出身である。
　平安時代初期に編纂された『先

せん

代
だい

旧
く

事
じ

本
ほん

紀
ぎ

』の「国
こく

造
ぞう

本
ほん

紀
ぎ

」には、静岡
県内の国造として、遠

とお

淡
つお

海
うみ

国造（本拠は磐田を中心）、久
く

努
の

国造（本拠は
袋井を中心）、素

そ

賀
が

国造（本拠は掛川を中心）、廬原国造、珠
す

流
る

河
が

国造（本
拠は富士を中心）、伊

い

豆
ず

国造（本拠は伊豆を中心）の六国造をあげている。
廬原国造は、成

せい

務
む

天皇の御代に吉
き

備
び

武
たけ

彦
ひこの

命
みこと

の子である思
お

加
か

部
べ

武
たけ

彦
ひこの

命
みこと

が国造を賜ったと記載さ
れている。815（弘

こう

仁
にん

６）年に完成した『新
しん

撰
せん

姓
しょう

氏
じ

録
ろく

』では、吉備建（武）彦がヤマトタケルの
東方征討に加わり、その功績により廬原国を賜ったと記している。廬原氏の始

し

祖
そ

については、こ
れらの史料や記紀などに多少の違いはみられるが、吉備建彦がヤマトタケルの討伐に加わること
から軍事的な性格が強い氏族であった。特に本拠を静岡市清水地区におくことから、清水港（清

きよ

〈
史
料
１
〉

是こ
こ

に
、
百
済
、
賊あ
た

の
計は
か

る
所と
こ
ろ
を
知
り
て
、

諸

も
ろ
も
ろ
の

将
い
く
さ
の
き
み
に
謂か
た

り
て

曰
は
く
、「
今い
ま

聞き

く
、
大や

日ま

本と
の

国く
に

の
救
す
く
ひ
の
い
く
さ
の
き
み
将
廬い
ほ

原は
ら
の

君き
み

臣お
み

、
健
ち
か
ら

児ひ
と

万よ
ろ
づ

余あ
ま
りを
率ゐ

て
、
正ま
さ

に
海う
み

を
越こ

え
て
至い
た

ら
む
。
願ね
が

は
く
は
、
諸
も
ろ
も
ろ

の

将い
く
さ
の
き
み
た
ち

軍
等
は
、
預
あ
ら
か
じ
め
図は
か

る
べ
し
。
我わ
れ

自
ら
往ゆ

き
て
、
白は
く

村す
き

に
待ま

ち

饗あ

へ
む
」
と
い
ふ
。

 
（『
静
岡
県
史
』
資
料
編
４
古
代　

39
頁
）
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見
み

潟
がた

）を拠点として海上交通にたけていたと考えられ、その軍事的な性格から白村江の戦いへの
出兵にかかわったことは明らかである。また、国造の役割は、ヤマト政権に従属して地方の支配
権を認められる代わりに、子女を舎

とねり

人や采
うね

女
め

として出
しゅっ

仕
し

させることや、贄
にえ

などの貢納物を納め
る義務だけでなく、ヤマト政権の軍事力を担う責務も課せられていた。白村江の戦いにおいて廬
原君臣が百済再興軍として出兵したのは、戦時には軍事参加をしてヤマト政権に奉仕する国造の
役割でもあった。
　〈史料２〉は、廬原氏の系図（「菴

いお

原
はらの

公
きみ

系図」）で
あり、編者や成立年代などは不詳であるが、白村江
の戦いに出兵した廬原君臣が臣

おみ

足
たり

とよばれていたこ
とや、その子の大

おお

蓋
がさ

は国造に任命されたことが記さ
れている。また、大蓋の子の虫

むし

麻
ま

呂
ろ

は国造になって
いないが、孫の首

おびと

麻
ま

呂
ろ

は国造となっている。この
ことから、廬原国造の継承は、廬原氏のなかで大蓋
の子孫だけが継いだのではなく、廬原氏の同族の者
を含めた継承であったと考えられる。

３　白村江の敗戦と国造制の解体

　廬原君臣が出兵した白村江の戦いにおける敗戦は、
唐などの軍隊に攻撃されるかもしれないという強い
危機感を生み、ヤマト政権に深刻な影響をもたらし
た。敗戦後、百済からの亡命貴族などの協力を得て、
大
だ

宰
ざい

府
ふ

に水
みず

城
き

や大
おお

野
の

城
じょう

などを築き、対
つし

馬
ま

から大
やまと

和
にかけた各地に朝鮮式山

やま

城
じろ

を建設するなど、国防を
整備した。また、664年には氏

うじの

上
かみ

を定め、豪族の領
有民を確認するなど豪族層の再編が進められた。こ
れらの政策を進めた中大兄皇子は、667年に都を近江国大

おお

津
つの

宮
みや

に遷し、翌年天智天皇として即位し、
中央集権的な国家の確立をめざした。672年に起きた壬

じん

申
しん

の乱などを経て、天
てん

武
む

天皇の即位によ
り律令国家への整備が進み、中央集権的な国家体制が形成されていった。
　白村江の戦いに破れたヤマト政権は、このような中央集権的な支配体制を確立するため、　国
造制など従来からの支配制度を変革する必要に迫られていった。このように律令制度を整備する
過程において中央から国司が派遣され、ヤマト政権の地方支配を支えた国造はその役割を失うこ
ととなる。しかし、国造の一部は、律令体制においても新たに郡

ぐん

司
じ

などに任命されることにより、
律令制度に再編されていった。
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